
 

  

子ども・子育て支援事業計画 

振り返りと今後の方向性 

藤井寺市 

令和 6 年 8 月 

 
第三期子ども・子育て支援事業計画の策定に当たり、国の方針等・市の

取組・保護者へのニーズ調査結果・課題等を踏まえ、現行計画の施策体系

ごとに、次期計画に向けての方向性等を整理したものです。 

資料２ 
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藤井寺市子ども・子育て支援事業計画 振り返りと今後の方向性 

基本目標Ⅰ「子どものための教育・保育を推進します」 

 １．就学前教育・保育の推進 

国の方針 

○こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実 

・待機児童対策とともに、特に３歳未満児の子育て当事者が地域の中で孤立しないよう、認定こど

も園、保育所、幼稚園、地域子育て支援拠点など地域の身近な場を通じた支援を充実する。 

・幼稚園、保育所、認定こども園のいずれにも通っていないこどもの状況を把握し、必要な教育・

保育、子育て支援サービス等の環境整備を進め、利用につなげていく。病児保育の充実を図る。 

・障害のあるこどもや医療的ケア児、外国籍のこどもをはじめ様々な文化を背景にもつこどもなど

特別な配慮を必要とするこどもを含め、一人一人のこどもの健やかな成長を支えていく。 

・地域や家庭の環境にかかわらず、全てのこどもが、格差なく質の高い学びへ接続できるよう、学

びの連続性を踏まえ、幼保小の関係者が連携し、こどもの発達にとって重要な遊びを通した質の

高い幼児教育・保育を保障しながら、幼児教育・保育と小学校教育の円滑な接続の改善を図る。 

・保育士、保育教諭、幼稚園教諭等の人材育成・確保・処遇改善や現場の負担軽減、職員配置基準

の改善を進める。                          【こども大綱より】 

 

現行計画の方向性 

（１）就学前教育・保育の推進 

①就学前の幼児教育・保育施設の整備を進めます 

②就学前施設での多様な取組みを充実します 

③就学前教育・保育の質の維持・向上に努めます 

（２）保幼小連携の強化 

①保育士・教職員同士の情報交換 

②子どもが就学をイメージできる機会を充実します 

 

 

  

現在の取組 

（１）就学前教育・保育の推進 

・令和６年４月１日時点でも待機児童が発生しており、その受け皿の整備のため、令和６年度事業

として民間保育施設の公募を実施している。 

・就学前教育・保育施設では、各園の環境や特色を生かした保育に取り組んでいる。また、運動会

や遠足など成長の節目となる行事も行い、季節ごとの行事を通じてこどもたちがその時期ならで

はの楽しみを味わえるように工夫している。 

・保育士、保育教諭、幼稚園教諭等の専門性向上のための保育研修会を行っている。また、各園の

園内研修への外部講師活用を進め、資質向上に取り組んでいる。 

・新規採用者研修や園内研修により、職員間のコミュニケーションを図ることで安心とやりがいを

もって働ける環境づくりをめざしている。 

・道明寺こども園開園を契機に、幼保合同研修会や、幼稚園園内研修の公開等が進んだ。また、道

明寺こども園での保育実践や職員研修での取組を他園にフィードバックすることで新たな取組が

広がってきている。 

・就学前教育・保育施設において、毎年度、自己点検等を実施している。 

 

（２）保幼小連携の強化 

・５歳児と小学５年生児童の関わりを中心に、それぞれの交流の目的、活動内容、活動後の評価の

共有など職員間の連携を丁寧に行うよう心掛け、計画的に保幼小交流活動を行っている。 
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ニーズ調査結果 

調査結果項目 

○「パート・アルバイトで就労」または「パート・アルバイトで就労しているが、育休・介護などで
休業中」の方のフルタイムへの転換希望               【就学前児童：問 11】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○年間を通じて平日に定期的に利用されているサービス        【就学前児童：問 13-２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

フルタイムへの転換希望があり、
実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はあるが、
実現できる見込みはない

パート・アルバイトなどで
働き続けることを希望

パート・アルバイトなどをやめて
子育てや家事に専念したい

無回答

9.6

31.6

42.9

4.5

11.3

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

母親

（回答者数 = 177）

父親

（回答者数 = 3）

回答者数 = 495 ％

幼稚園

幼稚園＋幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模保育事業

事業所内保育施設

企業主導型保育事業

その他の認可外の保育施設

地域子育て支援拠点など子育ての仲間が
集まる場

ファミリー・サポート・センター

児童発達支援施設

その他

無回答

11.3

7.1

43.8

31.3

0.8

0.8

3.6

1.2

1.6

0.2

3.8

0.6

0.2

0 10 20 30 40 50 60
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ニーズ調査結果 

調査結果項目 

○平日に定期的に利用したい施設やサービス              【就学前児童：問 15】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼稚園や保育所（園）などの土曜日、日曜日・祝日、長期休暇中の定期的な利用希望 

【就学前児童：問 16】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○お子さんが病気やけがのため、施設やサービスを利用できなかった時、母親または父親が仕事を

休んだ方で、できれば病気の子どもをみてくれる保育施設の利用意向 

【就学前児童：問 14-２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 663 ％

幼稚園

幼稚園＋幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育

事業所内保育施設

企業主導型保育事業

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

地域子育て支援拠点など子育ての仲間が
集まる場

ファミリー・サポート・センター

児童発達支援施設

特になし

その他

無回答

21.1

27.9

49.8

41.8

5.9

3.5

7.8

4.4

1.4

4.7

17.6

7.8

4.2

4.8

0.3

4.2

0 10 20 30 40 50 60

回答者数 =

土曜日 663

日曜日・祝日 663

63.0

77.8

10.9

2.3

22.8

13.4

3.3

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい 無回答

回答者数 =

　 371 36.4 62.8 0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できれば病気の子どものための保育施設などを利用したい

利用したいと思わない

無回答
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ニーズ調査結果 

調査結果項目 

○幼稚園や保育所（園）などの不定期な利用や宿泊を伴う一時預かりなどの利用状況 

【就学前児童：問 23】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの取組や

保護者ニーズ・国

の方針等を踏まえ

た課題 

課題①  

・就学前教育・保育施設の整備を進めてきたが、令和６年４月1日時点でも待機児童が発生してい

るため、受け皿を整備していく必要がある。 

課題② 

・就学前教育・保育施設は慢性的な人員不足である。保育士、保育教諭、幼稚園教諭等の人材確

保・育成、処遇改善や現場の負担軽減、職員配置基準の改善を進めることが重要である。 

課題③ 

・パート・アルバイトからフルタイムへの転換を希望する母親が多く、依然、保育ニーズの高止ま

りが見込まれる。多様化する就労形態等の変化を踏まえ、保護者のニーズに対応していくことが

必要である。 

課題④ 

・家庭の環境にかかわらず、全てのこどもが、格差なく質の高い学びへ接続できる体制が必要であ

る。 

次期計画に向けて 

・幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることから、保育士、

保育教諭、幼稚園教諭等の人材確保・育成・処遇改善や現場の負担軽減、職員配置基準の改善を進

めつつ、待機児童の解消や多様な子育てニーズに柔軟に対応するための取組を継続する。 

・幼稚園、保育所、認定こども園の施設類型を問わず、安全で安心な環境の中で、幼児教育・保育

の質の向上を図ることを通じて、一人ひとりのこどもの健やかな成長を支える。 

・地域や家庭の環境にかかわらず、全てのこどもが、格差なく質の高い学びを受けられるよう、幼

稚園、保育所、認定こども園と小学校の関係者が連携し、こどもの発達にとって重要な遊びを通

した質の高い幼児教育・保育を保障しながら、幼児教育・保育と学校教育の学びの連続性を踏ま

えた円滑な接続を進める。 

回答者数 = 663 ％

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

夜間養護事業：トワイライトステイ

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

7.4

3.6

0.3

0.2

0.3

0.2

84.9

3.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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基本目標Ⅰ「子どものための教育・保育を推進します」 

 ２．学校における子ども・子育て施策の推進 

国の方針 

○こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等 

・学校における働き方改革や処遇改善、指導・運営体制の充実を一体的に推進する。 

・一人一台端末等の活用を進め、一人一人のこどもの可能性を伸ばしていく。 

・インクルーシブ教育システムを推進し、特別支援教育の充実を図る。 

・コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に進める。 

・部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた地域のスポーツ・文化芸術環境を整備す

る。 

・規範意識、思いやりの心を育てるため、道徳教育や情報モラル教育を推進する。 

・こども・若者の健康の保持増進を担う養護教諭の支援体制の推進や、健康診断等の保健管理や薬

物乱用防止教育など、学校保健を推進する。 

・学校給食の普及・充実や栄養教諭を中核とした、家庭、学校、地域等が連携した食育の取組を推

進する。 

○いじめ防止 

・全てのこどもが自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるよう働きかけるな

ど、いじめの未然防止教育を推進する。 

○不登校のこどもへの支援 

・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーなどの専門家にいつでも相談できる環境の

整備、ＩＣＴ等を活用した学習支援、ＮＰＯやフリースクール等との連携など、不登校のこども

への支援体制を整備し、アウトリーチを強化する。            

【こども大綱より】 

 

現行計画の方向性 

（１）生きる力を育む学校教育の推進 

①生きる力の育成に向けた教育内容の充実や多様な体験活動を進めます 

②開かれた学校づくりを推進します 

③教育施設の整備を進めます 

④中学校区における小・中連携を進めます 

（２）次代の親を育むための支援 

①次代の親育成を推進します 

②キャリア教育を推進します 

 

 

現在の取組 

（１）生きる力を育む学校教育の推進 

・ポストコロナ期においては、オンラインによる研修を取り入れるなど、工夫しながら教職員研修

に取り組んでいる。 

・令和５年１月から道明寺南小学校をモデル校としたコミュニティ・スクールを進めている。 

・市の課題や各校の課題に則したテーマで校内研究授業を実施している。 

・専門家による就園就学相談の体制を確立しており、他課や外部機関との連携も徐々に進んでい

る。 

 

（２）次代の親を育むための支援 

・新型コロナウィルス感染症の影響で、令和２年以降職業体験学習が中止となったが、各校で創意

工夫をしながら、宿泊学習のプログラムに職業体験を取り入れたり、企業連携を推進している。 

・キャリアパスポートの配付や社会人活用により、小中のキャリア形成を経年的に振り返り、子ど

もの将来設計の支援を進めている。 

ニーズ調査結果 

調査結果項目 

―  



6 

  

これまでの取組や

保護者ニーズ・国

の方針等を踏まえ

た課題 

課題① 

・学校における働き方改革や処遇改善、指導・運営体制の充実等が必要である。 

課題② 

・開かれた学校づくりのためにも、地域との連携・協働が必要である。 

次期計画に向けて 

・こどもにとって、学校は単に学ぶだけの場ではなく、安全に安心して過ごす中で、他者と関わり

ながら育つ、大切な居場所の一つである。「第２次藤井寺市教育振興基本計画」に基づき、『教

育は「人」づくり』という基本的考えのもと、教員育成や教育環境の整備等により、こども一人

ひとりの成長を支援する。 

・コミュニティ・スクールモデル校の取組の検証、企業・大学等と連携した取組の推進などを通し

て、学校だけではなく、地域・企業・大学など多様な社会資源との連携・協働による学校づくり

を推進する。 
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基本目標Ⅰ「子どものための教育・保育を推進します」 

 ３．新・放課後子ども総合プランの推進 

国の方針 

○居場所づくり 

・放課後のこどもの遊びと生活の場である放課後児童クラブの受け皿の整備を着実に進め、放課後

児童クラブの安定的な運営を確保し、待機児童の早期解消を図る。 

                            【こども大綱より】 

 

現行計画の方向性 
（１）新・放課後子ども総合プランの推進 

①放課後児童会を推進します 

②放課後子ども教室を推進します 

 

  

現在の取組 

（１）新・放課後子ども総合プランの推進 

・入会希望者の推移にあわせて、待機児童が発生しないよう、教室数を増加させ、受け入れ体制の

整備に努めている。 

・放課後児童会の指導員が児童に接する中で生じる疑問や相談に応じられるよう、独自の研修を実

施している。 

・学級内での予定や、児童がどのように過ごしていたのかを記載した学級だよりを発行し、利用者

への情報発信を行っている。 

・放課後子ども教室推進事業では、地域・企業、学校、保護者の協力のもと地域ぐるみでこどもた

ちの居場所づくりに努めている。 

ニーズ調査結果 

調査結果項目 

○小学校低学年の間、放課後の時間を過ごさせたい場所         【就学前児童：問 19】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 97
％

自宅

祖父母等の親族の家、友人・知人の家

放課後児童会

放課後子ども教室

児童館

習い事

ファミリー・サポート・センター

放課後等デイサービス

その他

無回答

40.2

5.2

57.7

6.2

1.0

32.0

0.0

3.1

1.0

3.1

0 10 20 30 40 50 60 70
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ニーズ調査結果 

調査結果項目 

○小学校高学年の間、放課後時間を過ごさせたい場所          【就学前児童：問 20】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

これまでの取組や

保護者ニーズ・国

の方針等を踏まえ

た課題 

課題① 

・放課後児童会の受け皿整備を着実に進め、安定的に運営していくことが必要である。 

課題② 

・自宅で過ごすこどもや自宅で過ごすことを希望する保護者もおり、放課後児童会以外のニーズに

対する取組が必要である。 

次期計画に向けて 

・全てのこどもが、相互に人格と個性を尊重しながら、安全に安心して過ごせる多くの居場所を持

つことができるよう、社会全体で支えていくため、生活の場である放課後児童会の受け皿整備を

着実に進め、放課後児童会の安定的な運営を確保する。 

・放課後の過ごし方に関する多様なニーズ対して、様々な社会資源と連携・協働し、検討を進め

る。 

回答者数 = 97
％

自宅

祖父母等の親族の家、友人・知人の家

放課後児童会

放課後子ども教室

児童館

習い事

ファミリー・サポート・センター

放課後等デイサービス

その他

無回答

72.2

14.4

17.5

3.1

1.0

46.4

0.0

1.0

1.0

10.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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基本目標Ⅰ「子どものための教育・保育を推進します」 

 ４．公共施設等における子ども・子育て施策の推進 

国の方針 

○こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等 

・こども・若者の健康の保持増進を担う養護教諭の支援体制の推進や、健康診断等の保健管理や薬

物乱用防止教育など、学校保健を推進する。 

○こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 

・こどもが主体的にインターネットを利用できる能力習得の支援や情報リテラシーの習得支援、フ

ィルタリングなど、こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備に取り組む。 

○居場所づくり 

・こどもの居場所を新たにつくっていくことに加え、すでに多くのこども・若者の居場所となって

いる子ども会、こども食堂や学習支援の場など地域にある多様な居場所、図書館などの社会教育

施設などについても、こども・若者にとってよりよい居場所となるよう取り組む。こうした点を

含め、誰一人取り残さず、こども・若者の視点に立った多様な居場所づくりが行われるよう、こ

どもの居場所づくりに関する指針に基づき、こども・若者の声を聴きながら居場所づくりを推進

する。                               【こども大綱より】 

 

現行計画の方向性 

（１）体験・交流活動の充実 

①多様な交流・体験活動、社会参加の機会を充実させます 

②読書活動を推進します 

（２）子どもの遊びや活動の場の整備 

①安全で安心できる遊び場環境の整備に努めます 

②地域のスポーツ活動を推進します 

③地域の活動団体への支援を充実します 

（３）青少年が健全に育つ環境づくり 

①子どもを取り巻く有害環境対策を推進します 

②子どもの郷土愛を醸成します 

 

  

現在の取組 

（１）体験・交流活動の充実 

・地域で活動されているボランティア団体を知ってもらうため、市内の小学４～６年生を対象に、

毎年夏休み期間にボランティア体験をしてもらっている。 

・企業パートナーシップデスクでは、こどもたちに交流や体験活動、社会参加の機会を充実させる

ような提案があった企業と担当課とを繋ぎ、事業実施に向けた調整を行っている。 

（２）子どもの遊びや活動の場の整備 

・こどもたちの多様な体験や活動の場を確保するために放課後子ども教室を開催（月に１・２回程

度）している。 

・学校体育施設開放事業では、年間を通じてさまざまな団体が活用しており、地域スポーツの活動

拠点として定着している。また、体育館競技場・青少年グラウンドの無料開放では、サッカーや

バドミントンなどを友達同士や家族で楽しまれている。 

（３）青少年が健全に育つ環境づくり 

・青少年の安全見守りパトロールを実施している。 

・世界遺産学習として、フィールドワークの取組を進めている。 
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ニーズ調査結果 

調査結果項目 

○地域で子どもが健やかに育まれるようにするために、力を入れるべきだと思うこと 

【就学前児童：問 33】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学児童：問 25】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 663 ％

地域内での子どもの安全を確保するため
の活動をする

子どもに礼儀やしつけをしっかりと教える

地域の歴史や文化、自然を体験したり
学ぶ機会を増やす

文化やスポーツなど、子どもの個性を
伸ばす活動をする

子どもの学力を伸ばすための活動をする

様々な年齢の人たちとの交流を進める

大人の余暇時間を増やす

保護者・地域住民の学校行事への参加を
増やす

保護者・地域住民に対して学校施設など
を開放する機会を増やす

保護者・地域住民の地域の活動への参加
を増やす

誰もが安心することができ、様々な人が
交流できる場所をつくる

その他

わからない

無回答

62.4

25.0

31.5

48.1

33.6

26.2

21.6

9.0

13.3

9.2

34.1

4.2

8.9

2.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 692 ％

地域内での子どもの安全を確保するため
の活動をする

子どもに礼儀やしつけをしっかりと教える

地域の歴史や文化、自然を体験したり
学ぶ機会を増やす

文化やスポーツなど、子どもの個性を
伸ばす活動をする

子どもの学力を伸ばすための活動をする

様々な年齢の人たちとの交流を進める

大人の余暇時間を増やす

保護者・地域住民の学校行事への参加を
増やす

保護者・地域住民に対して学校施設など
を開放する機会を増やす

保護者・地域住民の地域の活動への参加
を増やす

誰もが安心することができ、様々な人が
交流できる場所をつくる

その他

わからない

無回答

63.6

29.2

34.5

47.0

39.6

29.8

18.4

9.2

16.6

7.2

27.5

4.3

3.2

7.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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これまでの取組や

保護者ニーズ・国

の方針等を踏まえ

た課題 

課題① 

・様々な事業・活動について、参加数が減少傾向にある。 

課題② 

・こどもが安全・安心にのびのびと遊ぶことができるような場所の整備が必要である。 

課題③ 

・インターネットや携帯電話、ＳＮＳなどの急速な普及により、大人の監督や保護を受けることな

く情報メディアを悪用した犯罪に巻き込まれる青少年が増加している。 

次期計画に向けて 

・魅力ある事業の創出や確実な情報提供とともに、企業パートナーシップデスクの活用により、こ

どもに関わる様々な活動・体験の取組を促進する。 

・安全で安心な遊び場等の提供のため、こどもの視点に立った居場所づくりについて検討する。 

・薬物乱用防止、インターネット利用など、こどもを取り巻く有害環境に対する啓発に努めるとと

もに、青少年団体と連携した地域等との関わりを通して、藤井寺市に愛着を持つことができるよ

うな活動の場の確保にも努める。 
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基本目標Ⅱ「地域や家庭での子育て支援を推進します 

 １．子育てに関する不安・負担の軽減に向けた支援 

国の方針 

○妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保 

・こども家庭センターにおいて、産前産後から子育て期を通じた切れ目のない継続的な支援を提供

できる体制を構築する。 

・悩みを抱える保護者等を早期に発見し、相談支援につなげ、児童虐待の予防や早期発見にも資す

るよう、乳幼児健診等を推進する。 

○こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実 

・待機児童対策とともに、特に３歳未満児の子育て当事者が地域の中で孤立しないよう、認定こど

も園、保育所、幼稚園、地域子育て支援拠点など地域の身近な場を通じた支援を充実する。 

・幼稚園、保育所、認定こども園のいずれにも通っていないこどもの状況を把握し、必要な教育・

保育、子育て支援サービス等の環境整備を進め、利用につなげていく。病児保育の充実を図る。 

○子育てに係る手続・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信 

・こども・若者や子育て当事者に必要な情報や支援が届くよう、必要な情報が分かりやすくまとま

って確認できるような一覧性が確保された情報発信、若い世代にとってなじみやすいＳＮＳ等を

活用したプッシュ型広報、制度や支援の利用について気軽に問い合わせができるオンラインでの

支援など、情報発信や広報を改善・強化するとともに、手続等の簡素化等を通じた利便性の向上

を図る。                              【こども大綱より】 

 

○子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充 

・こども家庭センターの設置や身近な子育て支援の場における相談機関の整備 

・訪問による家事支援、児童の居場所づくりの支援、親子関係の形成の支援等事業 

・児童発達支援センターの役割の明確化や、障害種別にかかわらない障害児の支援 

【改正児童福祉法より】 

 

現行計画の方向性 

（１）地域での子育て支援サービス等の充実 

①子育て中の親子が気軽に集まれる場・機会を充実させます 

②育児援助を充実します 

（２）子育てに関する情報提供・相談支援の充実    

①わかりやすく、伝わりやすい情報発信に努めます 

②相談体制の充実、機能強化を図ります 

③妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を推進します 

（３）子育て支援ネットワークづくり 

①子育てに関するボランティア等を支援します 

②関係機関・団体の機能強化と連携により、地域の教育力・子育て支援を充実させます 

 

  

現在の取組 

（１）地域での子育て支援サービス等の充実 

・企業パートナーシップデスクにより、子育てに関するイベントや講座についての提案があった企

業と担当課とをつないでいる。 

・多様なニーズに応えるため、児童福祉法等に基づき、様々な子育て支援サービスを実施してい

る。 

（２）子育てに関する情報提供・相談支援の充実 

・包括連携協定締結企業と協力し、市政情報の発信に努めている。 

（３）子育て支援ネットワークづくり 

・ SNS アプリ「ピアッザ」により、市内の活動団体が自由に活動情報の発信を行える環境を整備し

ている。また、市内のこども食堂について、広報紙や市ホームページで周知を行っている。 
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ニーズ調査結果 

調査結果項目 

○子育てや子どもの教育について、気軽に相談できる人や場所の有無 

【就学前児童：問８】 

 

 

 

 

 

 

 

【就学児童：問８】 

 

 

 

 

 

 

 

○子育てに必要な情報の入手先                    【就学前児童：問 30】 

 

回答者数 =

　 663 93.5 6.2 0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる／ある いない／ない 無回答

回答者数 = 663 ％

市の広報やパンフレット

市のホームページや市の公式SNS

子育てマップ藤井寺

子育て雑誌、育児書

テレビ、ラジオ、新聞

友人・知人からの情報

インターネットや交流サイト

隣近所、地域の人

親族

幼稚園、保育所（園）、学校、またはその保護者
の仲間

地域子育て支援拠点・サークル活動など

その他

情報の入手先がない、または、情報の入手先や
手段がわからない

無回答

77.4

38.5

17.9

11.6

12.7

54.0

40.0

15.4

33.5

53.5

11.8

1.7

1.2

2.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

回答者数 =

　 692 89.7 9.7 0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる／ある いない／ない 無回答
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ニーズ調査結果 

調査結果項目 

○子育てに必要な情報の入手先                    【就学児童：問 24】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

これまでの取組や

保護者ニーズ・国

の方針等を踏まえ

た課題 

課題① 

・安心して子育てできるよう、地域での子育て支援の充実、地域とつながる機会の確保、支援の

担い手となる方たちの活動支援など、地域全体で子育てを応援する機運の醸成が必要である。 

課題② 

・様々な子育て支援事業について、利用の必要性のある保護者が、必要なときに利用できるよう

な情報提供、利用しやすい環境づくり等が必要である。 

次期計画に向けて 

・安心して子育てできるよう、地域とのつながりをもてる機会の確保、地域での子育て支援の担

い手の活動支援の継続など、地域全体で子育てを応援するという機運を高める周知・啓発を図

る。 

・必要なときに確実に利用できるよう、様々な子育て支援事業について、ＳＮＳなどを活用した

情報発信やオンラインでの支援など、利用促進に向けた取組を強化する。 

回答者数 = 692 ％

市の広報やパンフレット

市のホームページや市の公式SNS

子育てマップ藤井寺

子育て雑誌、育児書

テレビ、ラジオ、新聞

友人・知人からの情報

インターネットや交流サイト

隣近所、地域の人

親族

幼稚園、保育所（園）、学校、またはその保護者
の仲間

地域子育て支援拠点・サークル活動など

その他

情報の入手先がない、または、情報の入手先や
手段がわからない

無回答

70.1

40.3

9.1

7.7

14.2

53.5

31.1

17.6

19.5

36.6

4.0

1.3

1.3

6.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90



15 

基本目標Ⅱ「地域や家庭での子育て支援を推進します」 

２．子育て世帯の生活に関する支援 

国の方針 

〇こどもの貧困対策 

・家庭の経済状況が理由で学校生活が制約されたり進路が狭まったりすることのないよう教育の支

援、幼児期から高等教育段階まで切れ目のない教育費負担の軽減を図る。 

・貧困の状況にあるこども・若者や子育て当事者が社会的孤立に陥ることのないよう、親の妊娠・

出産期からの相談支援の充実や居場所づくりなど、生活の安定に資するための支援を進める。 

・保護者の状況に合ったきめ細かな就労支援を進めていく。 

・様々な支援を組み合わせて経済的支援の効果を高める。 

〇ひとり親家庭への支援 

・児童扶養手当等による経済的支援のほか、各家庭の親子それぞれの状況に応じて、生活支援、子

育て支援、就労支援等が適切に行われるよう取り組む。こどもに届く生活・学習支援を進める。 

・多くのひとり親に対して、相談に来ることを待つことなくプッシュ型による相談支援を行うこと

や、様々な課題にワンストップで必要な支援につなげることができる相談支援体制を強化する。 

・こどもの最善の利益を考慮しながら、安全・安心な親子の交流を推進するとともに、養育費の履

行確保のため、養育費に関する相談支援や取決めの促進について強化を図る。 

                                    【こども大綱より】 

 

現行計画の方向性 

（１）生活に関する相談支援の実施 

①生活に困窮している世帯に向けた相談支援を実施します 

（２）生活に関する経済的な支援の実施 

①生活保護制度の適切な運用を推進します 

②各種手当・補助金等の支給を行います 

（３）ひとり親家庭等への支援の推進 

①ひとり親家庭等への自立支援を充実します 

（４）子どもの貧困対策の推進 

①子どもの貧困対策に関する支援を推進します 

 

  

現在の取組 

（１）生活に関する相談支援の実施 

・自立相談支援員や就労支援員を配置し、生活困窮世帯等に対する相談支援事業を実施している。

また、教育委員会と連携し、こどもの学習支援事業として「ゆめ教室事業」を実施している。 

 

（２）生活に関する経済的な支援の実施 

・子育て世帯への経済的支援として、こどもに関する手当の支給、医療費助成等を実施している。 

 

（３）ひとり親家庭等への支援の推進 

・ひとり親家庭等への支援として、各種手当・助成、相談支援などを実施している。 

 

（４）子どもの貧困対策の推進 

・令和５年３月に「藤井寺市子どもの未来応援プラン～子どもの貧困対策推進計画～」を策定し、

こどもの貧困対策を推進している。 
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ニーズ調査結果 

調査結果項目 

○子育て経験などから、充実してほしい子育て支援サービス       【就学前児童：問 29】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 663 ％

公園などの屋外の施設を整備する

保育所や幼稚園の運動場の開放を増やす

つどいのひろばなどの屋内の施設を整備する

「子育て環境のバリアフリー化」に取り組む

子育てに困ったときの相談体制を充実する

子育て支援に関する情報提供を充実する

子育てサークル活動・こども食堂への支援を充実する

子どもを預ける施設を増やす

預かり保育などを充実する

子どもが医療機関を利用できる体制を整備する

子どもの安全を確保する対策を充実する

子育てについて学べる機会をつくる

子育て世帯への経済的援助の拡充

住宅面での配慮や支援に取り組む

赤ちゃんと共に宿泊できる産後ケアの体制を整備する

産婦が受診できる産婦健診の体制を整備する

ヘルパー派遣による支援の充実

子育てにおける相互援助活動の充実

お子さんが３人以上いる、もしくは多胎の
お子さんがいる家庭への支援を充実する

特にない

その他

無回答

親子教室の開催回数の増加と内容の充実を図る

81.1

38.5

48.9

59.6

33.5

36.8

19.0

23.7

52.3

40.3

73.5

51.7

16.9

68.3

16.9

35.3

32.4

32.9

16.7

37.7

1.1

10.0

1.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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ニーズ調査結果 

調査結果項目 

○子育て経験などから、充実してほしい子育て支援サービス        【就学児童：問 23】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの取組や

保護者ニーズ・国

の方針等を踏まえ

た課題 

課題① 

・家庭の経済状況の格差がこどもの学校生活や進路等に影響する。 

課題② 

・経済的支援・医療提供体制の充実が求められている。 

課題③ 

・ひとり親家庭に対する様々な支援について、より一層の周知が必要である。 

次期計画に向けて 

・こどもの現在と将来が生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の連鎖を断ち

切る必要があるため、「子どもの未来応援プラン」に基づき、こどもたちが将来に希望をもつこ

とができるまちの実現をめざし、各種施策の推進に取り組む。 

・困窮に陥りやすいひとり親家庭に対しては、確実な情報提供を行い、自立や生活の安定に向けた

支援の充実に努める。 

回答者数 = 692 ％

公園などの屋外の施設を整備する

保育所や幼稚園の運動場の開放を増やす

つどいのひろばなどの屋内の施設を整備する

「子育て環境のバリアフリー化」に取り組む

子育てに困ったときの相談体制を充実する

子育て支援に関する情報提供を充実する

親子教室の開催回数の増加と内容の充実を図る

子育てサークル活動・こども食堂への支援を充実する

子どもを預ける施設を増やす

預かり保育などを充実する

子どもが医療機関を利用できる体制を整備する

子どもの安全を確保する対策を充実する

子育てについて学べる機会をつくる

子育て世帯への経済的援助の拡充

住宅面での配慮や支援に取り組む

赤ちゃんと共に宿泊できる産後ケアの体制を整備する

産婦が受診できる産婦健診の体制を整備する

出産後の家事・育児などのヘルパー派遣による支援の充実

子育てにおける相互援助活動の充実

お子さんが３人以上いる、もしくは多胎の
お子さんがいる家庭への支援を充実する

特にない

その他

無回答

70.1

33.4

39.0

33.8

31.1

31.6

17.2

25.0

33.5

38.6

65.0

43.9

12.9

53.9

13.2

23.3

19.8

24.4

12.3

25.7

1.2

6.6

6.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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基本目標Ⅱ「地域や家庭での子育て支援を推進します」 

３．子どもと保護者の健康づくりの推進 

国の方針 

○妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保 

・不妊症や不育症、出生前検査など妊娠・出産に関する正しい知識の普及や相談体制の強化を図る。  

・周産期医療の集約化・重点化を推進し、地域の周産期医療体制を確保する。 

・産後ケア事業の提供体制の確保や養育者のメンタルヘルスに係る取組を進めるなど、産前産後の

支援の充実と体制強化を行う。 

・こども家庭センターにおいて、産前産後から子育て期を通じた切れ目のない継続的な支援を提供

できる体制を構築する。 

・予期せぬ妊娠等に悩む若年妊婦等が必要な支援を受けられるよう、乳児院や母子生活支援施設、

ＮＰＯなどの民間団体とも連携しながら、取組を進める。 

・乳幼児の発育・発達や健康の維持・増進、疾病の予防の観点から、新生児マススクリーニング等

を推進する。 

・悩みを抱える保護者等を早期に発見し、相談支援につなげ、児童虐待の予防や早期発見にも資す

るよう、乳幼児健診等を推進する。                  【こども大綱より】 

 

現行計画の方向性 

（１）母子保健サービス等の充実 

①妊娠・出産・子育てに関する知識の普及、相談・指導を充実します 

②健康診査等体制を充実します 

③食育を推進します 

（２）思春期保健対策の充実 

①思春期保健対策の強化・充実を図ります 

（３）医療体制の充実 

①安心して生み育てられる医療体制の充実を図ります 

（４）母子保健施策の推進 

①藤井寺市母子保健計画を継続して推進します 

 

 

  

現在の取組 

（１）母子保健サービス等の充実 

・助産師や保健師による面接を通じて、妊娠期の不安軽減、ハイリスク者の早期発見に努め、妊娠

期からの継続した支援体制を確保している。 

 

（２）思春期保健対策の充実 

・保健体育の授業を中心に学習指導要領に則り健康に関する指導をしている。 

・スクールカウンセラーの配置を充実させるために取り組んでいる。 

 

（３）医療体制の充実 

・出生連絡票提出時や、乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）訪問の際は、医療機関

の情報提供を実施している。 

・休日、年末年始に初期救急医療として、休日急病診療所を開設。また、松原市、羽曳野市との三

市で土、日、祝日、年末年始の準夜帯に小児夜間急病診療所を開設している。 

・広報誌、保健事業だより等を通じて、医療体制情報を提供している。 

 

（４）母子保健施策の推進 

・乳幼児健康診査を実施し、乳幼児の疾病予防、早期発見を行い、保護者への育児支援や指導、必

要となる相談・健診・他機関への紹介等を通じて乳幼児の健全育成を図っている。 
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ニーズ調査結果 

調査結果項目 

○子育てに関して、日常悩んでいることや気になることについて     【就学前児童：問 31】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学児童：問 21】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回答者数 = 663
％

病気や発育発達に関すること

食事や栄養に関すること

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもと過ごす時間が十分取れないこと

子どもの教育に関すること

子どもの友だちづきあいに関すること

子どもの登所・登園拒否や不登校など

特にない

その他

無回答

37.1

33.0

13.3

23.2

34.8

25.8

5.4

19.0

2.1

6.5

0 10 20 30 40 50

回答者数 = 692 ％

病気や発育発達に関すること

食事や栄養に関すること

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもと過ごす時間が十分取れないこと

子どもの教育に関すること

子どもの友だちづきあいに関すること

子どもの登所・登園拒否や不登校など

特にない

その他

無回答

23.8

19.8

10.3

17.3

44.2

37.7

6.8

22.4

3.6

3.9

0 10 20 30 40 50 60
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ニーズ調査結果 

調査結果項目 

○子育て経験などから、充実してほしい子育て支援サービス＜再掲＞   【就学前児童：問 29】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 663 ％

公園などの屋外の施設を整備する

保育所や幼稚園の運動場の開放を増やす

つどいのひろばなどの屋内の施設を整備する

「子育て環境のバリアフリー化」に取り組む

子育てに困ったときの相談体制を充実する

子育て支援に関する情報提供を充実する

子育てサークル活動・こども食堂への支援を充実する

子どもを預ける施設を増やす

預かり保育などを充実する

子どもが医療機関を利用できる体制を整備する

子どもの安全を確保する対策を充実する

子育てについて学べる機会をつくる

子育て世帯への経済的援助の拡充

住宅面での配慮や支援に取り組む

赤ちゃんと共に宿泊できる産後ケアの体制を整備する

産婦が受診できる産婦健診の体制を整備する

ヘルパー派遣による支援の充実

子育てにおける相互援助活動の充実

お子さんが３人以上いる、もしくは多胎の
お子さんがいる家庭への支援を充実する

特にない

その他

無回答

親子教室の開催回数の増加と内容の充実を図る

81.1

38.5

48.9

59.6

33.5

36.8

19.0

23.7

52.3

40.3

73.5

51.7

16.9

68.3

16.9

35.3

32.4

32.9

16.7

37.7

1.1

10.0

1.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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ニーズ調査結果 

調査結果項目 

○子育て経験などから、充実してほしい子育て支援サービス＜再掲＞    【就学児童：問 23】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 692 ％

公園などの屋外の施設を整備する

保育所や幼稚園の運動場の開放を増やす

つどいのひろばなどの屋内の施設を整備する

「子育て環境のバリアフリー化」に取り組む

子育てに困ったときの相談体制を充実する

子育て支援に関する情報提供を充実する

親子教室の開催回数の増加と内容の充実を図る

子育てサークル活動・こども食堂への支援を充実する

子どもを預ける施設を増やす

預かり保育などを充実する

子どもが医療機関を利用できる体制を整備する

子どもの安全を確保する対策を充実する

子育てについて学べる機会をつくる

子育て世帯への経済的援助の拡充

住宅面での配慮や支援に取り組む

赤ちゃんと共に宿泊できる産後ケアの体制を整備する

産婦が受診できる産婦健診の体制を整備する

出産後の家事・育児などのヘルパー派遣による支援の充実

子育てにおける相互援助活動の充実

お子さんが３人以上いる、もしくは多胎の
お子さんがいる家庭への支援を充実する

特にない

その他

無回答

70.1

33.4

39.0

33.8

31.1

31.6

17.2

25.0

33.5

38.6

65.0

43.9

12.9

53.9

13.2

23.3

19.8

24.4

12.3

25.7

1.2

6.6

6.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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これまでの取組や

保護者ニーズ・国

の方針等を踏まえ

た課題 

課題① 

・産前産後の支援の充実と体制強化をはじめ、子育て当事者のライフステージに応じた切れ目ない

情報提供や相談支援等の充実・強化が必要である。 

課題② 

・こどもが自ら悩みを相談でき、心の健康をサポートするための様々な相談窓口の充実が必要であ

る。 

課題③ 

・医療提供体制の充実が求められている。 

課題④ 

・各種健診を通じた支援を行うため、より一層の受診勧奨が必要である。 

次期計画に向けて 

・妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保を推進するため、子育て当

事者に対する情報提供や相談支援の充実、保健・医療・福祉の支援体制の強化を図るとともに、

こどもの心の健康をサポートするため、様々な相談窓口を充実する。 

・かかりつけ医の推進や医療機関に関する情報提供に努め、関係機関と連携して、すべての家庭が

安心できる救急医療体制の確保を図るとともに、乳幼児健康診査の受診率向上や未受診者の把握

はもとより、関係機関との連携体制の構築を一層強固なものとし、適切な母子保健計画の推進を

図る。 
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基本目標Ⅱ「地域や家庭での子育て支援を推進します」 

４．配慮や支援が必要な子ども・家庭への支援 

国の方針 

○児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援 

・こども家庭センターが、地域の保育所、学校等や民間団体を含め、要保護児童対策地域協議会な

どの地域のネットワークと一体となって継続的に支え、虐待予防の取組を強化する。 

・孤立した環境の中で予期せぬ妊娠に悩む若年女性等に対する相談・日常生活の支援や関係機関と

の調整等の支援の強化に取り組む。 

・ヤングケアラーに対して、福祉、介護、医療、教育等の関係者が情報共有・連携して、早期発

見・把握し、必要な支援につなげていく。 

○障害児支援・医療的ケア児等への支援 

・地域における障害児の支援体制の強化や保育所等におけるインクルージョンを推進する。 

・医療的ケア児、聴覚障害児など専門的支援が必要なこどもや若者とその家族への対応のための地

域における連携体制を強化する。 

・インクルーシブ教育システムの実現に向けた取組を一層進める。 

                                   【こども大綱より】 

 

現行計画の方向性 

（１）児童虐待防止への取組の強化 

①児童虐待防止に関する情報提供や啓発を充実します 

②児童虐待防止に向けた体制を強化します 

（２）障害のある子どもと家庭への支援 

①療育体制の充実、障害児の居場所を確保・充実します 

②一人ひとりの状況に応じた支援教育やインクルーシブ教育を推進します 

③障害児の家庭への支援を充実します 

④障害児支援のネットワークを強化します 

 

 

  

現在の取組 

（１）児童虐待防止への取組の強化 

・児童虐待防止推進月間等において、積極的な啓発活動に努めた。（広報紙での特集記事掲載、市

役所への懸垂幕掲出、庁舎ロビーでのＰＲコーナー設置、市民まつりでの児童虐待防止ＰＲブー

ス設置・啓発物品配布など） 

・要保護児童等対策地域協議会を設置し、年間に代表者会議 1 回、実務者会議 1 回、事務局会議 12

回開催し、情報共有と連携強化に努めている。 

（２）障害のある子どもと家庭への支援 

・特別支援教育として、就園就学相談に専門家による相談の体制を確立しており、他課や外部機関

との連携も徐々に進んでいる。 
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ニーズ調査結果 

調査結果項目 

○子育てに関して、日常悩んでいることや気になること＜再掲＞     【就学前児童：問 31】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの取組や

保護者ニーズ・国

の方針等を踏まえ

た課題 

課題① 

・児童虐待の未然防止のため、地域住民が当事者意識を持ち、地域住民相互でこどもを守る意識の

醸成と、こどもに関わる関係機関等の連携体制のさらなる強化が必要である。 

課題② 

・病気や発育・発達に関する悩みをもつ家庭も多く、適切な療育につなげる支援体制の充実が必要

である。 

課題③ 

・医療的ケア児など専門的支援が必要なこどもや若者とその家族への支援体制の強化が必要であ

る。 

次期計画に向けて 

・児童虐待は、こどもの心身に深い傷を残し、成長した後においても様々な生きづらさにつながり

得るものであることから、児童虐待の未然防止、早期発見・対応のため、地域住民が当事者意識

を持ち、地域住民相互でこどもを守る意識の醸成、こどもに関わる関係機関等の連携体制のさら

なる強化により、児童虐待防止対策を推進する。 

・障害者の権利に関する条約の理念を踏まえ、障害のあるこども・若者、発達に特性のあるこど

も・若者の置かれた環境やライフステージに応じて、一般の子育て支援との連続の中で、その発

達や将来の自立、社会参加を支援していくことが重要であるため、地域社会への参加・包容（イ

ンクルージョン）を推進する。 

・乳幼児健診などを活用して障害の原因や疾病を予防し、早期発見を図り、適切な療育につなげる

ための支援体制の充実に努めるとともに、関係機関との連携体制を強化し、発達支援・家族支援

の充実を図る。 

回答者数 = 663
％

病気や発育発達に関すること

食事や栄養に関すること

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもと過ごす時間が十分取れないこと

子どもの教育に関すること

子どもの友だちづきあいに関すること

子どもの登所・登園拒否や不登校など

特にない

その他

無回答

37.1

33.0

13.3

23.2

34.8

25.8

5.4

19.0

2.1

6.5

0 10 20 30 40 50
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基本目標Ⅲ「子育てのしやすいまちづくりを推進します」 

１．子どもや子育てに対する理解の促進 

国の方針 

［こども・若者の社会参画・意見反映］ 

○地方公共団体等における取組促進 

・様々な機会を捉え、こども・若者の社会参画の促進、意見を聴く取組が着実に行われるよう国の

ガイドラインの周知やファシリテーターの派遣等の支援、好事例の横展開等の情報提供を行う。 

・こどもに関わるルール等の制定や見直しの過程にこども自身が関与することは、こどもの意見表

明権を保障し、当事者の視点からルールを見直し改善する契機にもなるとともに、学校や教育委

員会等の先導的な取組事例について周知する。 

○社会参画や意見表明の機会の充実 

・こどもや若者が自由に意見を表明しやすい、環境整備と気運の醸成に取り組む。また、広く社会

に対しても、こども・若者の意見を表明する権利について周知啓発する。 

・こどもや若者が理解しやすくアクセスしやすい多様な方法で、こども施策に関する十分な情報提

供を行う。 

・こどもや若者の、その年齢や発達の程度に応じて、自らの権利について知る機会の創出に向けて

取り組む。 

○多様な声を施策に反映させる工夫 

・全てのこども・若者が自らの意見をもち、それを表明することができるという認識の下、安心し

て意見を表明し、その意見が施策に反映されるよう、意見聴取に係る多様な手法を検討するとと

もに、十分な配慮や工夫をする。 

○共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大 

・男性、女性ともに、希望どおり、気兼ねなく育児休業制度を使えるよう、組織のトップや管理職

の意識を変え、仕事と子育てを両立できる環境づくりを進めていく。 

・長時間労働の是正や働き方改革を進めるとともに、男性の家事・子育てへの参画の促進、企業の

福利厚生の充実を図ることにより、女性と男性がともにキャリアアップと子育てを両立できるよ

う環境整備を進める。 

・男性の育児休業が当たり前になる社会の実現に向けて、官民一体となって取り組むこととし、制

度面と給付面の両面からの対応を抜本的に強化する。 

・男性の家事・子育てへの参画の意識改革に加え、組織において就労環境や組織風土の根本的な見

直しにより様々なケースに対応した実効性の高い取組の充実を図る。 

                                   【こども大綱より】 

・働くことを希望する全ての人が、仕事と子育て・介護・社会活動等を含む生活との二者択一を迫

られることなく、働き続け、その能力を十分に発揮することができるよう、働き方改革関連法や

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（育児・介護休業法）

をはじめとする関連法の着実な施行や履行確保を行いつつ、長時間労働の削減や生産性の向上を

推進する。また、ライフステージや個別の事情等に対応した多様で柔軟な働き方の実現を図る。 

【第５次男女共同参画基本計画より】 

 

現行計画の方向性 

（１）子どもの人権尊重、地域で子どもを育てる意識づくり 

①子どもの人権に関する情報提供や啓発を進めます 

②人権に関する相談支援体制を充実します 

（２）ワーク・ライフ・バランスの推進 

①ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発に努めます 

②庁内における男女共同参画の推進体制を構築します 

 

現在の取組 

（１）子どもの人権尊重、地域で子どもを育てる意識づくり 

・人権教育研究会において定期的に各校の取組を共有し、市の課題に対する講演会や実践交流会を

実施している。 

・人権相談ネットワーク会議では、相談業務窓口に従事する実務担当者を対象に、業務内容の情報

共有等を実施している。 

（２）ワーク・ライフ・バランスの推進 

・企業や事業所に対して、市のホームページにて各セミナー情報や各相談・サポート情報を掲載。 

・藤井寺市人権のまちづくり協会事業所会員に対して、人権意識の向上を目的として、研修の案内

等を送付している。 

・性別にとらわれずに、一人ひとりが尊重され、個性や能力を発揮し、自分らしく暮らせる男女共

同参画社会の実現に資するため、男女共同参画への理解を深めることを目的として、男女共同参

画推進フォーラムを毎年実施している。 
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ニーズ調査結果 

調査結果項目 

○子育てや教育を主に行っている方                  【就学前児童：問６】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学児童：問６】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○育児休業の取得状況                        【就学前児童：問 18】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 663 ％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

60.9

37.7

0.5

0.5

0.3

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

母親

（回答者数 = 663）

父親

（回答者数 = 663）

％

働いていなかった

育児休業を取った、あるいは、今取っている

育児休業を取らずに働いた

育児休業を取らずに離職した

無回答

33.9

53.8

2.9

8.3

1.1

1.8

11.6

76.8

0.0

9.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

回答者数 = 692 ％

父母ともに

主に母親

主に父親

主に祖父母

その他

無回答

52.2

43.9

1.6

0.6

0.3

1.4

0 10 20 30 40 50 60 70



27 

 

 

  

ニーズ調査結果 

調査結果項目 

○子どもたちの地域での交流や活動をさらに活発にするために必要だと思うこと 

【就学前児童：問 34】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの取組や

保護者ニーズ・国

の方針等を踏まえ

た課題 

課題① 

・こども・若者の権利の理解の醸成が必要である。 

課題② 

・育児休業が取得しやすい、子育てがしやすい環境づくりが必要である。 

課題③ 

・男性の家事・子育てへの参画の意識改革、組織における就労環境等の見直しが必要である。 

次期計画に向けて 

・こども基本法においては、こども施策の基本理念として、「全てのこどもについて、その年齢及

び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な

社会的活動に参画する機会が確保されること」、「全てのこどもについて、その年齢及び発達の

程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること」が掲げられて

いることから、こども・若者の権利の理解の醸成に向けた周知・啓発を推進するとともに、こど

も・若者が自分に関わることについて自由に意見を表す機会の確保について検討する。 

・子育て家庭を地域社会全体で支援する社会をつくるため、共働き・共育ての推進に向け、育児休

業や子育てがしやすい環境づくりのための働き方に関する啓発を推進するとともに、男性の家

事・子育てへの参画意識改革や組織における就労環境等の見直しにより、誰もが子育てしやすい

社会となるような機運の醸成を図る。 

回答者数 = 663 ％

活動に地域の人が参加する機会を増やす

調整や助言を行う専門的なコーディネーター役が
必要

自治会など地域組織で、子どもや子育てについて
の活動に力を入れる

市民を対象に地域活動を支援するボランティアの
募集や養成をする

市民を対象に地域活動を支援するＮＰＯを育成する

子どもにかかわる地域活動の情報を一元化する

身近なところに、地域活動の拠点になる場をつくる

子どもが意見を出し合い、子どもが中心になって
行う活動を育成する

障害がある子の参加を促進するなど、地域の
すべての子どもが参加できるように配慮する

その他

わからない

無回答

23.1

17.5

23.8

7.5

6.3

28.1

26.5

24.9

18.9

2.0

20.7

8.4

0 10 20 30 40
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基本目標Ⅲ「子育てのしやすいまちづくりを推進します」 

２．子育ち・子育てにやさしいまちづくり 

国の方針 

〇犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環境整備 

・こどもの生命を守り、犯罪被害や事故、災害からの安全を確保することが全てのこどもが健やか

に育つための大前提であるとの認識の下、有害環境対策、防犯・交通安全対策、製品事故防止、

防災対策等を進める。 

・こども・若者が、犯罪、事故、災害等から自らと他者の安全を守ることができるよう、体験的な

学びを含め、発達の程度に応じて、体系的な安全教育を推進する。こどもの安全に関する保護者

に対する周知啓発を進める。                     【こども大綱より】 

 

現行計画の方向性 

（１）防犯・防災対策、交通安全対策の推進 

①地域と協力した防災活動や防犯体制の強化を推進します 

②子ども等への防犯・防災教育を推進します 

③子ども等の交通安全対策を充実します 

（２）子育てバリアフリーの推進 

①福祉のまちづくりを進めます 

②安全・快適な歩行空間の整備を進めます 

③子育て家庭に配慮した居住空間の整備を進めます 

 

  

現在の取組 

（１）防犯・防災対策、交通安全対策の推進 

・地域の自主防災組織の活動支援・育成と結成促進を進めている。関係機関と連携し、こども見守

り活動や交通安全教室など、防犯対策、交通安全対策を推進している。 

・「藤井寺市防災ガイドブック」の作成・全戸配布、広報紙への防災特集記事の掲載などの防災啓

発を実施している。また、災害対応時にはホームページや市ＬＩＮＥ公式アカウントなどのＳＮ

Ｓ等も複合的に活用しながら積極的な防災情報の発信に努めている。 

・令和５年度まで実施していたジュニア防災リーダー育成事業を廃止し、令和６年度から小中学校

の繋がりを意識した全児童生徒対象の防災教育を関係機関と進める。 

（２）子育てバリアフリーの推進 

・通学路の点検、道路拡幅整備、路側線やグリーンベルト・交差点カラー舗装など、必要に応じて

補修等を行い、安全な歩行空間の確保に努めている。 

・安全で快適な生活環境、景観等配慮した開発指導を実施している。 
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ニーズ調査結果 

調査結果項目 

○地域で子どもが健やかに育まれるようにするために、力を入れるべきだと思うこと＜再掲＞ 

【就学児童：問 25】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童：問 33】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 692 ％

地域内での子どもの安全を確保するため
の活動をする

子どもに礼儀やしつけをしっかりと教える

地域の歴史や文化、自然を体験したり
学ぶ機会を増やす

文化やスポーツなど、子どもの個性を
伸ばす活動をする

子どもの学力を伸ばすための活動をする

様々な年齢の人たちとの交流を進める

大人の余暇時間を増やす

保護者・地域住民の学校行事への参加を
増やす

保護者・地域住民に対して学校施設など
を開放する機会を増やす

保護者・地域住民の地域の活動への参加
を増やす

誰もが安心することができ、様々な人が
交流できる場所をつくる

その他

わからない

無回答

63.6

29.2

34.5

47.0

39.6

29.8

18.4

9.2

16.6

7.2

27.5

4.3

3.2

7.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回答者数 = 663 ％

地域内での子どもの安全を確保するため
の活動をする

子どもに礼儀やしつけをしっかりと教える

地域の歴史や文化、自然を体験したり
学ぶ機会を増やす

文化やスポーツなど、子どもの個性を
伸ばす活動をする

子どもの学力を伸ばすための活動をする

様々な年齢の人たちとの交流を進める

大人の余暇時間を増やす

保護者・地域住民の学校行事への参加を
増やす

保護者・地域住民に対して学校施設など
を開放する機会を増やす

保護者・地域住民の地域の活動への参加
を増やす

誰もが安心することができ、様々な人が
交流できる場所をつくる

その他

わからない

無回答

62.4

25.0

31.5

48.1

33.6

26.2

21.6

9.0

13.3

9.2

34.1

4.2

8.9

2.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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ニーズ調査結果 

調査結果項目 

○子育てをする中で、有効と感じる支援・対策            【就学児童：問 20-１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの取組や

保護者ニーズ・国

の方針等を踏まえ

た課題 

課題① 

・防災情報の理解促進など、さらなる自助・共助意識の醸成が必要である。 

課題② 

・住環境の充実、犯罪等の軽減など、安全で安心なまちづくりに対するニーズが多い。 

次期計画に向けて 

・積極的な情報発信や防災教育・安全教育等を通じて自助・共助意識の醸成を図り、こどもや若者

が自らと他者の安全を守る能力の育みを支援する。 

・公園・道路の整備（国道・府道については、関係機関への働きかけ）を行い、安全で安心なすべ

ての子育て家庭が暮らしやすいまちづくりを進める。 

回答者数 = 439 ％

放課後児童会の充実

子育て支援のネットワークづくり

地域における子どもの活動拠点の充実

子どもの教育環境

子育てしやすい住居・まちの環境面での
充実

仕事と家庭生活の両立ができる労働環境
の整備

子どもを対象にした犯罪・事故の軽減

援護を要する子どもに対する支援

その他

無回答

21.6

17.3

39.9

51.5

64.9

57.6

55.1

20.3

6.6

0.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80


